
     南 小 国 町 社 会 福 祉 協 議 会  訪 問 介 護 事 業 所 運 営 規 程  

 

（ 事 業 の 目 的 ）  

第 １ 条  社 会 福 祉 法 人 南 小 国 町 社 会 福 祉 協 議 会 が 設 置 す る 訪 問 介 護 事 業 所 （ 以 下  

   「 事 業 所 」 と い う ） が 実 施 す る 訪 問 介 護 事 業 （ 以 下 「 本 事 業 」 と い う ） の  

   適 正 な 運 営 及 び 利 用 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め 、 本 事 業 の 円 滑 な 運 営 を 図  

   る と と も に 、 要 介 護 等 の 状 態 に あ る 者 が 快 適 な 日 常 生 活 を 営 め る よ う 、 適  

   切 な 訪 問 介 護 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 運 営 方 針 ）  

第 ２ 条  事 業 所 の 訪 問 介 護 員 等 は 、 要 介 護 者 等 の 心 身 の 特 性 を 踏 ま え て 、 そ の 有  

   す る 能 力 に 応 じ 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う 、 入 浴 、 排 泄 、  

   食 事 介 助 そ の 他 生 活 全 般 に わ た る 援 助 を 行 う 。  

  ２  本 事 業 は 、 利 用 者 の 心 身 の 状 況 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 等 に 応 じ て 、 利  

   用 者 の 選 択 、 意 思 及 び 人 格 を 尊 重 し 、 利 用 者 の 立 場 に 立 っ た 適 切 な 訪 問 介  

   護 が 提 供 さ れ る よ う 、 訪 問 介 護 の 目 標 及 び 目 標 達 成 の た め の 具 体 的 な サ ー  

   ビ ス 内 容 等 を 記 載 し た 訪 問 介 護 計 画 を 作 成 し 、 そ の 計 画 に 基 づ い た サ ー ビ  

   ス 提 供 に 努 め る も の と し 、 利 用 者 に 係 る 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 が 作 成 さ れ て い  

   る 場 合 は 、 当 該 計 画 に 沿 っ た 訪 問 介 護 を 提 供 す る 。  

  ３  本 事 業 の 実 施 に あ た っ て は 、 関 係 市 町 村 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 、 指 定  

   居 宅 介 護 支 援 事 業 者 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 、 介 護 保 険 施 設 及 び 関 係 機  

   関 等 と の 連 携 を 図 り 、 総 合 的 な サ ー ビ ス 提 供 に 努 め る 。  

  ４  事 業 所 は 、 正 当 な 理 由 な く 、 利 用 者 に 対 す る 訪 問 介 護 の 提 供 を 拒 否 し な  

   い も の と し 、 実 施 地 域 等 を 勘 案 し て 適 切 な 訪 問 介 護 の 提 供 が 困 難 と 認 め る  

   場 合 は 、 当 該 利 用 申 込 者 に 係 る 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 へ の 連 絡 、 適 当 な 他 の  

   訪 問 介 護 事 業 者 の 紹 介 等 必 要 な 措 置 を 講 じ る 。  

（ 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地 ）  

第 ３ 条  名 称 及 び 所 在 地 は 次 の と お り と す る 。  

  ①  名  称   り ん ど う 荘 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー  

  ②  所 在 地   熊 本 県 阿 蘇 郡 南 小 国 町 大 字 赤 馬 場 ３ ３ ８ ８ 番 地 の １  

                    

（ 職 員 の 職 種 、 員 数 及 び 職 務 内 容 ）  

第 ４ 条  事 業 所 職 員 の 職 種 、 員 数 及 び 職 務 内 容 は 次 の と お り と す る 。  

  ①  管 理 者   １ 名 （ 常 勤 ）  

   管 理 者 は 、 事 業 所 の 従 業 者 及 び 業 務 の 管 理 を 一 元 的 に 行 う と と も に 、 適 切  

   な 訪 問 介 護 が 提 供 さ れ る よ う 、 必 要 な 指 揮 命 令 を 行 う も の と す る 。  

 



  ②  サ ー ビ ス 提 供 責 任 者   １ 名 （ 常 勤 ）  

   サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 は 、 訪 問 介 護 の 利 用 申 込 に 係 る 調 整 、 訪 問 介 護 員 等 に  

   対 す る 技 術 指 導 等 の サ ー ビ ス 内 容 の 管 理 、 訪 問 介 護 計 画 の 作 成 及 び 監 理 、  

   利 用 者 又 は そ の 家 族 に 対 す る サ ー ビ ス 内 容 の 説 明 等 を 行 う も の と す る 。  

  ③  訪 問 介 護 員   ５ 名 以 上 ( ｻｰﾋﾞｽ提供責任者再掲)   

   訪 問 介 護 員 は 、 訪 問 介 護 の 提 供 に あ た る 。  

  ④  事 務 職 員   １ 名 （ 常 勤 ）  

   事 務 職 員 は 、 事 業 所 の 運 営 に 必 要 な 事 務 を 行 う 。  

（ 営 業 日 及 び 営 業 時 間 ）  

第 ５ 条  事 業 所 の 営 業 日 及 び 営 業 時 間 は 次 の と お り と す る 。  

①  営 業 日 は 、 通 常 月 曜 日 か ら 金 曜 日 と す る 。 た だ し 、 土 曜 日 ・ 国 民 の 休 日  

は 必 要 時  

( 1 2月 2 9日 か ら １ 月 ３ 日 )ま で を 除 く 。  

  ②  営 業 時 間 は 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 ０ ０ 分 ま で と す る 。 た だ し 、 特  

   別 の 需 要 が あ る 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

（ 訪 問 介 護 の 内 容 及 び 利 用 料 等 ）  

第 ６ 条  事 業 所 が 提 供 す る 訪 問 介 護 の 内 容 は 次 の と お り と し 、 訪 問 介 護 を 提 供 し  

   た 場 合 の 利 用 料 の 額 は 、 南 小 国 町 長 が 定 め る 基 準 額 と し 、 当 該 訪 問 介 護 が  

法 定 代 理 受 領 で あ る 場 合 は 基 準 額 の １ 割 の 額 と す る 。  

    ① 身 体 介 護  

    ② 生 活 援 助  

  ２  事 業 所 は 、 法 定 代 理 受 領 に 該 当 し な い 訪 問 介 護 の 提 供 に よ り 利 用 料 の 支  

   払 い を 受 け た 場 合 は 、 提 供 し た 訪 問 介 護 の 内 容 、 費 用 額 等 を 記 載 し た サ ー  

   ビ ス 提 供 証 明 書 を 利 用 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

（ 通 常 の 事 業 実 施 地 域 ）  

第 ７ 条  通 常 の 事 業 実 施 地 域 は 南 小 国 町 の 区 域 と す る 。  

（ 緊 急 時 等 の 対 応 ）  

第 ８ 条  訪 問 介 護 員 等 は 、 本 事 業 の 実 施 中 に 利 用 者 の 状 態 が 急 変 す る 等 緊 急 事 態  

   が 生 じ た 場 合 は 、 速 や か に 主 治 医 に 連 絡 す る 等 の 措 置 を 講 じ 、 管 理 者 に 報  

   告 し な け れ ば な ら な い  

  ２  事 業 所 は 、 本 事 業 の 提 供 に よ り 事 故 が 発 生 し た 場 合 の 対 応 方 法 に つ い て  

   は 、 別 途 定 め る 。 ま た 、 事 業 所 の 本 事 業 の 提 供 に よ り 、 事 業 所 の 責 め に よ  

   る 損 害 を 利 用 者 に 与 え た 場 合 は 、 速 や か に 賠 償 す る も の と す る 。  

 

 

 



（ 虐 待 防 止 に 関 す る 事 項 ）  

第 ９ 条  事 業 者 は 、利 用 者 の 人 権 擁 護・虐 待 防 止 の た め 次 の 事 項 を 講 ず る も の と す る 。 

① 事 業 所 は 、 利 用 者 の 人 権 擁 護 、 虐 待 防 止 の た め の 対 策 を す る 検 討 委 員 会 を 定

期 的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 職 員 に 周 知 徹 底 す る 。  

② 虐 待 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る 。  

③ 職 員 に 対 し 、 虐 待 防 止 の た め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る 。  

２  事 業 所 は 虐 待 と 思 わ れ る 利 用 者 を 発 見 し た 場 合 は 、 速 や か に 市 町 村 に 通 報 す

る も の と す る 。  

（ 衛 生 管 理 等 ）  

第 １ ０ 条  事 業 所 は 、 訪 問 介 護 員 等 の 清 潔 の 保 持 及 び 健 康 状 態 の 管 理 を 行 う と と も

に 、 事 業 所 の 設 備 及 び 備 品 等 の 衛 生 的 な 管 理 に 努 め る も の と す る 。  

① 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を 定 期 的 に 開 催

し そ の 結 果 に つ い て 、 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 る 。  

② 事 業 所 に お け る 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る 。  

③ 事 業 所 に お い て 、 職 員 に 対 し 、 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 防 止 の た め の 研 修 及

び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る 。  

（ 業 務 継 続 計 画 の 策 定 等 ）  

第 １ １ 条  事 業 所 は 、 感 染 症 や 非 常 災 害 の 発 生 に お い て 、 利 用 者 に 対 す る サ ー ビ ス

提 供 を 継 続 的 に 実 施 す る た め の 、 及 び 非 常 時 の 体 制 で 早 期 の 業 務 再 開 を

図 る た め の 計 画 を 策 定 し 、 当 該 業 務 継 続 計 画 に 従 い 必 要 な 措 置 を 講 じ る

も の と す る 。  

２ 事 業 所 は 、 職 員 に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 に つ い て 周 知 す る と と も に 、 必 要 な 研  

修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る も の と す る 。  

３ 事 業 所 は 、定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 い 、必 要 に 応 じ て 業 務 継 続 計  

画 の 変 更 を 行 う も の と す る 。  

（ 身 体 拘 束 の 禁 止 ）  

第 １ ２ 条  事 業 所 は 「 訪 問 介 護 サ ー ビ ス 」 の 提 供 に あ た っ て は 、 原 則 と し て 利 用 者

に 対 し て 身 体 拘 束 を 行 わ な い 。 た だ し 、 利 用 者 本 人 ま た は 他 人 の 生 命 ・

身 体 を 保 護 す る た め に 緊 急 や む を 得 な い 場 合 に は 身 体 拘 束 に 関 す る 説 明

を 行 い 利 用 者 ・ 家 族 の 同 意 を 得 た 時 の み 、 そ の 条 件 と 期 間 内 に て 必 要 最

小 限 の 範 囲 で 身 体 拘 束 等 を 行 う こ と と す る 。  

２ や む を 得 ず 身 体 拘 束 を 行 う 場 合 に は 、そ の 態 様 及 び 時 間 、そ の 際 の 利 用 者 の  

心 身 の 状 況 並 び に 緊 急 や む を 得 な い 理 由 な ど 必 要 な 事 項 を 記 録 す る 。  

（ そ の 他 運 営 に 関 す る 留 意 事 項 ）  

第 １ ３ 条  本 事 業 の 社 会 的 使 命 を 十 分 認 識 し 、 常 に 職 員 の 資 質 向 上 を 図 る た め 、 研  

   修 等 の 機 会 を 設 け る と と も に 、 業 務 体 制 を 整 備 す る 。  



  ２  職 員 は 、 業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 又 は そ の 家 族 の 秘 密 を 他 に 漏 ら し て は な  

   ら な い 。  

  ３  職 員 で あ っ た 者 が そ の 職 を 退 い た 後 も 、 業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 又 は そ の  

   家 族 の 秘 密 を 保 持 さ せ る べ き 旨 を 、 職 員 と の 雇 用 契 約 の 内 容 と す る 。  

  ４  訪 問 介 護 員 等 は 、 そ の 身 分 を 証 す る 書 類 を 携 行 し 、 初 回 訪 問 時 及 び 利 用  

   者 等 か ら 求 め ら れ た と き は 、 こ れ を 提 示 す る 。  

  ５  事 業 所 は 、 訪 問 介 護 の 提 供 を 求 め ら れ た と き は 、 利 用 者 の 被 保 険 者 証 に  

   よ り 、 被 保 険 者 資 格 と 要 介 護 認 定 等 の 有 無 、 認 定 区 分 と 認 定 の 有 効 期 間 を  

   確 認 す る 。  

  ６  事 業 所 は 、 訪 問 介 護 の 提 供 開 始 に 際 し 、 予 め 、 利 用 申 込 者 又 は そ の 家 族  

   に 対 し 、 本 運 営 規 程 の 概 要 、 職 員 の 勤 務 体 制 等 の 利 用 申 込 者 等 が サ ー ビ ス  

   の 選 択 に 資 す る た め の 重 要 事 項 を 記 載 し た 文 書 を 交 付 し て 説 明 を 行 い 、 当  

   該 提 供 の 開 始 に つ い て 、 書 面 に よ る 利 用 申 込 者 等 の 同 意 を 得 た 後 、 サ ー ビ  

   ス を 提 供 す る も の と す る 。  

  ７  事 業 所 は 、 訪 問 介 護 を 提 供 し た 際 に は 、 提 供 日 、 内 容 、 法 定 代 理 受 領 額  

   そ の 他 必 要 事 項 を 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 又 は そ れ に 準 じ る 書 面 に 記 録 す る 。  

  ８  事 業 所 は 、 利 用 者 が 正 当 な 理 由 な し に 、 本 事 業 の 利 用 に 関 す る 指 示 に 従  

   わ な い こ と に よ り 、 要 介 護 状 態 等 の 程 度 を 増 進 さ せ た と 認 め ら れ る と き 、  

   並 び に 、 偽 り そ の 他 の 不 正 行 為 に よ っ て 保 険 給 付 を 受 け 、 又 は 受 け よ う と  

   し た と き は 、 遅 滞 な く 、 意 見 を 付 し て そ の 旨 を 関 係 市 町 村 に 通 知 す る 。  

  ９  事 業 所 は 、 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 及 び そ の 職 員 に 対 し 、 利 用 者 に 自 事 業 所  

   の サ ー ビ ス を 利 用 さ せ る こ と の 対 価 と し て 、 金 品 そ の 他 の 利 益 を 供 与 し て  

   は な ら な い 。  

 １ ０  事 業 所 は 、 サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 等 で 、 利 用 者 等 に 関 す る 情 報 を 使 用 す る  

   必 要 が あ る 場 合 は 、 予 め 、 文 書 に よ る 同 意 を 得 る も の と す る 。  

 １ １  事 業 所 は 、 南 小 国 町 が 認 め た 場 合 以 外 、 訪 問 介 護 員 等 に そ の 同 居 の 家 族  

で あ る 利 用 者 に 対 す る 訪 問 介 護 の 提 供 を さ せ な い も の と す る 。  

 １ ２  事 業 所 は 、 職 員 、 設 備 、 備 品 及 び 会 計 に 関 す る 諸 記 録 を 整 備 す る 。 又 、  

   訪 問 介 護 計 画 、 利 用 者 台 帳 、 業 務 日 誌 等 本 事 業 の 提 供 に 関 す る 記 録 を 整 備  

   す る と と も に 、 そ の 完 結 の 日 か ら ２ 年 間 保 存 す る も の と す る 。  

 １ ３  こ の 規 程 に 定 め る 事 項 の ほ か 、 本 事 業 の 運 営 に 関 す る 重 要 事 項 は 、 社 会  

   福 祉 法 人 南 小 国 町 社 会 福 祉 協 議 会 と 事 業 所 の 管 理 者 が 協 議 し て 定 め る 。  

 

 

 

 



 

 附  則  

    こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ０ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附  則  

    こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則  

   こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 

    こ の 規 定 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

 附 則 

    こ の 規 定 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

 附 則 

    こ の 規 定 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る。 


